
大学設置基準・大学院設置基準等の一部改正【概要】

○現行の設置基準上、大学・大学院において、教育組織と研究組織を分離し、教育ニー
ズへの適切な対応を重視した組織編成を可能とするため、
・学部段階にあっては「学科」に代えて「課程」を設けること、
・大学院段階にあっては「研究科」に代えて「研究科以外の基本組織」を設けること
が可能となっている。

○ただし、教員や収容定員を学科・専攻等の単位で管理していたため、学科・専攻等で
の縦割り原因となっているとの指摘があった。
○工学系の教育研究を行う大学が、社会の要請・産業分野の変化に迅速に対応できるよ
う、これらの現行制度を活用して教育を展開しやすくするために、所要の設置基準等
の改正を行う（平成30年6月29日公布・施行予定）。

改正の趣旨

改正の内容

１．学科・専攻の縦割りの見直し

②学生の収容定員については、「課程」・「専攻に相当する組織」ごとに管理するの
ではなく、課程等を単位としつつ、学部・「研究科以外の基本組織」全体で収容定
員を管理することができることを明確化する。（課程・「専攻に相当する組織」単
位の収容定員を毎年度設定しつつ、幅を持たせて管理することも可能であることを
示す。） （通知等により措置）

⇒学部等で収容定員の管理を行い、産業技術の変化に伴う人材ニーズに応じた、課
程等に係る収容定員の柔軟な変更を促進する。

①工学部に「課程」、工学系の大学院に「研究科以外の基本組織」を設けた場合の教員
基準を、学科・専攻等の単位ではなく、学部・研究科以外の基本組織単位で定める。

⇒学部等全体で教員編成を行い、社会の要請・産業分野の変化に応じて、複数の専攻分
野を組み合わせた教育課程の機動的な展開を促進する。

工学部

情報工学

機械工学

材料工学

電気工学

情報・機械＋α

新領域＋α

材料・電気＋α

Ｂ課程

Ａ課程

Ｃ課程

教員組織 学生定員

学科（教育研究） 課程（教育）

情
報
工
学

Ａ学科

教員組織

学生定員

機
械
工
学

Ｂ学科

教員組織

学生定員

材
料
工
学

Ｃ学科

教員組織

学生定員

電
気
工
学

Ｄ学科

教員組織

学生定員

工学部

専攻分野

（学部単位の教員基準） （学部で管理することができ
ることを明確化（通知等））

学生定員

学生定員

学生定員

【現行の「学科に代わる課程」を前提とした改正のイメージ】
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２．工学分野における学部と大学院の連続性に配慮した教育を行う場合の教員

①他の専攻分野の学部・研究科の専任教員
工学部等において学部と大学院の連続性に配慮した教育課程を編成する場合には、
工学以外の専攻分野の授業科目を開設するよう努めるものとする。この場合において
は、工学部等に置くものとされている教員（設置基準が定める必要専任教員数）に加
え、当該授業科目を担当する教員を置くものとする。
また、この場合に加えて置く当該授業科目を担当する教員については、学内の工学
以外の学部・研究科の専任教員をもって充てることができることとする。

⇒工学以外の専攻分野（経営学、社会学等）の内容を組み合わせた教育課程の実施を
促進する。

②実務家教員（専攻分野におけるおおむね５年以上の実務の経験、かつ、高度の実務の能力を有する者）

工学部等において学部と大学院の連続性に配慮した教育課程を編成する場合には、
企業との連携による授業科目を開設するよう努めるものとする。この場合においては、
工学部等に置くものとされている教員に加え、企業からの実務家教員を専任教員とし
て置くものとする。
また、この場合に、加えて置く実務家教員については、専任の教員以外の者であっ
ても、学部にあっては１年に６単位以上、大学院にあっては１年につき４単位以上の
授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の組織の運営について責任を担う者
（みなし専任教員）で足りることとする。

⇒企業等と連携したＰＢＬなど、実践的な内容を盛り込んだ教育課程の実施を促進す
る。

改正の内容

【学部・大学院の連続教育を実施する場合の教育課程のイメージ】

工学部 工学研究科（修士課程）

卒論

1年 ４年 ２年

工学の中での２分野以上の専攻分野や工学以外の専攻分野の修得、企業等と連携した実践的な内容を盛り
込んだ教育課程を編成し、主専攻・副専攻（メジャー・マイナー）、ダブルメジャーを実現。

１年

現状

重複

学部・大学院
連続教育

修論他分野・実務家による教育導入
他分野・実務家
による教育導入

学内クロス・アポイントメントの活用

工学以外の専攻分野に係る授業科目の開設を努力義務化

実務家教員の採用

企業等との連携による授業科目の開設を努力義務化

必要専任教員数に加え、
当該科目の担当教員を置く

必要専任教員数に加え、
当該科目を担当する実務家
教員を専任教員として置く

修論

専攻分野における授業科目を精選
○学 部：卒論の見直し（修論重点化）
○大学院：学部で既に修得している科目の見直し
○ナンバリング等を導入
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○
文
部
科
学
省
令
第
二
十
二
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
設
置
基
準
及
び
大
学
院
設
置
基
準
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

大
学
設
置
基
準
及
び
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移

動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
略
］

［
略
］

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
三
条
―
第
四
十
九
条
）

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
三
条
―
第
四
十
九
条
）

第
十
一
章

工
学
に
関
す
る
学
部
の
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
九
条

の
二
―
第
四
十
九
条
の
四
）

第
十
二
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五
十
条
―
第
五
十
六
条
）

第
十
一
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五
十
条
―
第
五
十
六
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

［
略
］

［
略
］

（
専
任
教
員
数
）

（
専
任
教
員
数
）

第
十
三
条

大
学
に
お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
当
該
大
学
に
置

第
十
三
条

大
学
に
お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
当
該
大
学
に
置

く
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
教
授
等
の
数
（
共
同
学
科
を
置
く
学
部

く
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
教
授
等
の
数
（
共
同
学
科
を
置
く
学
部
に

に
あ
つ
て
は
、
当
該
学
部
に
お
け
る
共
同
学
科
以
外
の
学
科
を
一
の
学
部
と
み
な

あ
つ
て
は
、
当
該
学
部
に
お
け
る
共
同
学
科
以
外
の
学
科
を
一
の
学
部
と
み
な
し
て

し
て
同
表
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
教
授
等
の
数
と
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
得

同
表
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
教
授
等
の
数
と
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る

ら
れ
る
当
該
共
同
学
科
に
係
る
専
任
教
員
の
数
を
合
計
し
た
数
と
し
、
第
五
条
の

当
該
共
同
学
科
に
係
る
専
任
教
員
の
数
を
合
計
し
た
数
）
と
別
表
第
二
に
よ
り
大
学

規
定
に
基
づ
き
学
科
に
代
え
て
課
程
を
設
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
に
あ
つ
て

全
体
の
収
容
定
員
に
応
じ
定
め
る
教
授
等
の
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。

は
、
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
専
任
教
員
の
数
と
す
る
。
）
と

別
表
第
二
に
よ
り
大
学
全
体
の
収
容
定
員
に
応
じ
定
め
る
教
授
等
の
数
を
合
計
し

た
数
以
上
と
す
る
。

第
十
一
章

工
学
に
関
す
る
学
部
の
教
育
課
程
等
に
関
す
る
特
例

［
一
章
三
条
を
加
え
る
。
］

（
工
学
に
関
す
る
学
部
の
教
育
課
程
の
編
成
）

第
四
十
九
条
の
二

工
学
に
関
す
る
学
部
を
設
け
る
大
学
で
あ
つ
て
当
該
学
部
を
基

礎
と
す
る
大
学
院
の
研
究
科
を
設
け
る
も
の
は
、
当
該
学
部
に
お
け
る
教
育
及
び

当
該
研
究
科
に
お
け
る
教
育
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
（
以
下
「
工
学
分

野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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２

工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
を
編
成
す
る
大
学
は
、
当
該
教
育

課
程
を
履
修
す
る
学
生
が
幅
広
く
深
い
教
養
及
び
総
合
的
な
判
断
力
を
向
上
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
大
学
に
お
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
に
お
い
て
、

工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業
科
目
、
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
科
目

そ
の
他
多
様
な
授
業
科
目
を
開
設
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
係
る
教
員
の
配
置
）

第
四
十
九
条
の
三

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業

科
目
を
開
設
す
る
場
合
は
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
数
の
専
任
教
員
に
加
え
、
当

該
授
業
科
目
の
実
施
に
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
教
員
に
つ
い
て
は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
の
遂
行
に
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
大
学
に
お
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
以
外
の
学

部
に
お
け
る
専
任
教
員
を
も
つ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る
場

合
は
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
数
の
専
任
教
員
に
加
え
、
当
該
授
業
科
目
の
実
施

に
必
要
な
専
任
教
員
と
し
て
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね
五
年
以
上
の
実
務

の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
教
員
が
専
任
教
員
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に

は
、
一
年
に
つ
き
六
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を
担
当
し
、
か
つ
、
教
育
課
程
の
編

成
そ
の
他
の
教
育
研
究
上
の
組
織
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
こ
と
と
す
る
。

（
課
程
を
設
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
数
）

第
四
十
九
条
の
四

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
学
科
に
代
え
て
課
程
を
設
け
る
工
学

に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
収
容
定
員
が
、
イ
に
あ
つ
て
は
別
表
第
一

イ
の
表
に
定
め
る
数
、
ロ
に
あ
つ
て
は
同
表
に
定
め
る
数
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗

じ
た
数
に
満
た
な
い
場
合
の
専
任
教
員
数
は
、
そ
の
二
割
の
範
囲
内
に
お
い
て
兼

任
の
教
員
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
学
部
が
一
の
専
攻
分
野
の
み
を
有
す
る
場
合

別
表
第
一
イ
の
一
学
科

で
組
織
す
る
場
合
の
専
任
教
員
数
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
教
員
数
と
す
る
。
収

容
定
員
が
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
数
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
超
え
る
収
容
定

員
に
応
じ
て
四
〇
〇
人
に
つ
き
教
員
三
人
の
割
合
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
数
の
教
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員
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

二

当
該
学
部
が
二
以
上
の
専
攻
分
野
を
有
す
る
場
合

別
表
第
一
イ
の
二
以
上

の
学
科
で
組
織
す
る
場
合
の
一
学
科
の
収
容
定
員
並
び
に
専
任
教
員
数
の
表
の

下
欄
に
定
め
る
教
員
数
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
と
す
る
。
収
容
定
員
が

同
表
の
中
欄
に
定
め
る
数
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
を
超
え
る
場
合
は
、

そ
の
超
え
る
収
容
定
員
に
応
じ
て
四
〇
〇
人
に
つ
き
教
員
三
人
の
割
合
に
よ
り

算
出
さ
れ
る
数
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
の
教
員
を
増
加
す
る
も
の
と
す

る
。第

十
二
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例

第
十
一
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例

第
十
三
章

雑
則

第
十
二
章

雑
則

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
略
］

［
略
］

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
四
条
）

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
四
条
）

第
十
一
章

工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
の
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十

四
条
の
二
―
第
三
十
四
条
の
三
）

第
十
二
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
五
条
―
第
四
十
一
条
）

第
十
一
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
五
条
―
第
四
十
一
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
六
条
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
六
条
）

［
略
］

［
略
］

（
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）

（
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）

第
七
条
の
三

［
略
］

第
七
条
の
三

［
略
］

２

研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
（
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
を
除

２

研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
係
る
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
配
置
の
基
準

く
。
）
に
係
る
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
配
置
の
基
準
は
、
当
該
研
究
科
以
外

は
、
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
に
相
当
す
る
組
織
の
教
育
研

の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
に
相
当
す
る
組
織
の
教
育
研
究
上
の
分
野
に
相
当
す

究
上
の
分
野
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
分
野
の
専
攻
に
係
る
こ
れ
ら
の
基
準

る
と
認
め
ら
れ
る
分
野
の
専
攻
に
係
る
こ
れ
ら
の
基
準
（
共
同
教
育
課
程
を
編
成

（
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際

す
る
専
攻
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
も
の
を

連
携
専
攻
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

含
む
。
）
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
略
］

第
九
条

大
学
院
に
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ

第
九
条

大
学
院
に
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

る
資
格
を
有
す
る
教
員
を
、
専
攻
ご
と
（
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
以
外
の
基
本

げ
る
資
格
を
有
す
る
教
員
を
、
専
攻
ご
と
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る

組
織
に
あ
つ
て
は
、
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
別

数
置
く
も
の
と
す
る
。

に
定
め
る
数
置
く
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

第
十
一
章

工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
の
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例

［
一
章
二
条
を
加
え
る
。
］

（
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
の
教
育
課
程
の
編
成
）
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第
三
十
四
条
の
二

工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
を
設
け
る
大
学
院
を
置
く
大
学
で
あ

つ
て
当
該
研
究
科
の
基
礎
と
な
る
学
部
を
設
け
る
も
の
は
、
当
該
学
部
に
お
け

る
教
育
及
び
当
該
研
究
科
に
お
け
る
教
育
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
（
以

下
「
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
を
編
成
す
る
大
学
の
大
学
院
は
、

当
該
教
育
課
程
を
履
修
す
る
学
生
が
工
学
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び

能
力
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
工
学
に
関
連
す
る
分
野
の
基
礎
的
素
養
を
培
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
大
学
院
に
お
け
る
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
に
お

い
て
、
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業
科
目
、
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る

授
業
科
目
そ
の
他
多
様
な
授
業
科
目
を
開
設
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
係
る
教
員
の
配
置
）

第
三
十
四
条
の
三

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業

科
目
を
開
設
す
る
場
合
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
数
の
教
員
に
加
え
、
当
該
授

業
科
目
の
実
施
に
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
教
員
に
つ
い
て
は
、
大
学
院
に
お
け
る
教
育
研
究
の
遂
行
に
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
大
学
院
に
お
け
る
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科

以
外
の
研
究
科
に
お
け
る
教
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る
場

合
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
数
の
教
員
に
加
え
、
当
該
授
業
科
目
の
実
施
に
必

要
な
教
員
と
し
て
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験

を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
教
員
が
第
九
条
に
よ
り
置
く
こ
と
と
さ
れ
る
教
員
以

外
の
者
で
あ
る
場
合
は
、
一
年
に
つ
き
四
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を
担
当
し
、

か
つ
、
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
教
育
研
究
上
の
組
織
の
運
営
に
つ
い
て
責

任
を
担
う
こ
と
と
す
る
。

第
十
二
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例

第
十
一
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例

第
十
三
章

雑
則

第
十
二
章

雑
則
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備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
課
程
を
設
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
の
数
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
大
学
の
大
学
設
置
基
準
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
学
科
に
代
え
て
課
程

を
設
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
大
学
設
置
基
準
及
び
短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

３

大
学
設
置
基
準
及
び
短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

第
九
章

事
務
組
織
等
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
二

第
九
章

事
務
組
織
等
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
二
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条
の
三
）

条
の
三
）

第
十
章

専
門
職
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
二

条
の
四
―
第
四
十
二
条
の
十
三
）

表
中

第
十
一
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十

を

十
三
条
―
第
四
十
九
条
）

三
条
―
第
四
十
九
条
）

第
十
二
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五

第
十
一
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五

十
条
―
第
五
十
六
条
）

十
条
―
第
五
十
六
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

」

「

第
九
章

事
務
組
織
等
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
二

第
九
章

事
務
組
織
等
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
二
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条
の
三
）

条
の
三
）

第
十
章

専
門
職
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
二

条
の
四
―
第
四
十
二
条
の
十
三
）

第
十
一
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十

十
三
条
―
第
四
十
九
条
）

三
条
―
第
四
十
九
条
）

に
、

第
十
二
章

工
学
に
関
す
る
学
部
の
教
育
課
程
に
関

第
十
一
章

工
学
に
関
す
る
学
部
の
教
育
課
程
に
関

す
る
特
例
（
第
四
十
九
条
の
二
―
第
四

す
る
特
例
（
第
四
十
九
条
の
二
―
第
四

十
九
条
の
四
）

十
九
条
の
四
）

第
十
三
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五

第
十
二
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五

十
条
―
第
五
十
六
条
）

十
条
―
第
五
十
六
条
）

第
十
四
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

」
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「

「

第
十
三
章

雑
則

第
十
二
章

雑
則

を

第
十
四
章

雑
則

第
十
三
章

雑
則

に
改
め
る
。

」

」
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○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
五
十
三
号

大
学
院
に
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
教
員
の
数
に
つ
い
て
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

大
学
院
に
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
教
員
の
数
に
つ
い
て
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
院
に
専
攻
ご
と
に
置
く
も

の
と
す
る
教
員
の
数
に
つ
い
て
定
め
る
件
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対

象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

七

工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
を
置
く
場
合
は
、
別
表
第
一
の

［
号
を
加
え
る
。
］

表
の
中
欄
に
定
め
る
数
に
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
分
野

の
数
を
乗
じ
た
数
の
研
究
指
導
教
員
を
置
く
と
と
も
に
、
原
則
と
し
て
、
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
数
に
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
分
野
の

数
を
乗
じ
た
数
以
上
置
く
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
大
学
院
を
置
く
大
学
の
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に

係
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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